
そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ

はじめに

　人口減少が続く中、これまで国内市場のみを対象としてきた日本の中堅・中小企業であっても、
ビジネスの維持・発展のためには、海外の旺盛な需要を取り込む必要がある。しかし、同じ文化
に属する国内取引先と違って、海外企業との取引では思わぬトラブルが発生することがある。こ
れは、早くから国際取引に乗り出してきた日本の大企業が経験してきたことであり、不慣れだっ
たでは済まないほどの大きな損失を被った例も少なくない。これに対して、中堅・中小企業が国
際取引において損失を被った場合、それを吸収するだけの体力がないおそれもある。
　先人が経験した苦い経験を繰り返す必要はない。これから国際取引に乗り出そうとする企業は、
過去の経験に学び、国際取引に伴うトラブルに備えた適切な予防措置をとるべきである。すなわ
ち、外国企業から示された英文契約書案にそのままサインするのではなく、日本企業の立場から
様々な事態を想定し、相手方に対して逆提案をし、きちんとした交渉を経た上で契約を締結すべ
きである。とはいえ、国際取引に不慣れな企業にとって、自ら詳細な英文契約書を作成すること
は困難であり、またその作成を渉外弁護士に依頼した場合には高額な費用が発生する。
　そこで、JCAA では、これまで日本企業が当事者となった仲裁事件を処理してきた経験に照ら
し、国際取引に不慣れな中堅・中小企業が契約書を作成する際に参考にして頂くべく、本シリー
ズを発刊することとした。本シリーズでは、各条項の解説の随所で、その条項の説明にとどまら
ず、その条項が扱っている事項はどのような意味があるのかを自覚的に考えることができるよう
に工夫している。なお、異なるモデル契約書に登場する類似の条項例や解説は必ずしも同一では
ないが、趣旨は同じである。
　また、国内の取引では紛争解決はいずれかの地方裁判所での裁判により最終的には解決される
旨を定めるのが当然と考えてきたかもしれないが、国際取引をめぐる紛争については、外国での
裁判を飲まざるを得ないとすれば、それは外国語で外国訴訟法に基づく手続の末に外国人の裁判
官が外国語で判決を下すことを意味する。他方、日本での裁判は相手方の外国企業が拒否するこ
とになろう。そのため、国際取引紛争の解決のためには仲裁が用いられることが多い。すなわ
ち、日本人と外国人から構成される仲裁廷により最終的な解決を図るのである。本シリーズでは、
JCAA ならではのこととして、仲裁条項のドラフティングについて詳しく説明している。
　本シリーズのモデル英文契約書が実際の契約書作成にあたり参考となれば幸いである。最後に、
本シリーズの刊行にあたり、丁寧な監修により最新のモデル契約書に刷新して頂いたアンダーソ
ン・毛利・友常法律事務所の仲谷栄一郎弁護士及び中川裕茂弁護士に厚く御礼申し上げたい。
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I.　合弁契約の概要

1.　合弁契約とは
　複数の当事者が共同して事業を行うためにとりかわされるのが合弁契約である。

2.　本条項例
　本条項例は、外国において日本の株式会社に相当する組織を新たに設立することを前提とす
る。これと異なる方式としては、組織を設立しない場合や、既存の組織を利用する（株式譲渡や
新株発行など）場合もある。後者の場合には、デューディリジェンス (due diligence) により既
存の会社の状況を正確に把握し、株式の売主や会社による表明および保証 (representations & 
warranties) として契約に規定することが必要となるが、本書では取り扱わない。 

3.　合弁契約のポイント
　合弁契約において注意すべきポイントは次のようなものである。

　（1）　出資比率
　�　出資比率が、50 対 50 の対等か、それとも当方が多数側か少数側かは、合弁契約において

最も重要な点である。少数側の場合、一定の重要な事項について「拒否権」を確保する（株主
総会の全会一致を要求するなど）のが重要である。

　（2）　ガバナンス
　��　現地の会社法が定めるガバナンス体制を契約によりどこまで修正できるかを検討し、とくに

少数側の場合、当方の利益が守れるような体制にすることが必要である。

　（3）　株主の義務
　�　株主が合弁会社との競合する事業を行うのを禁止することがある。この義務の規定する場合、

その範囲を具体的に明確にしておく必要がある。
　�　また、株主が合弁会社の費用を負担する（増資や、銀行借入に対する保証）義務を定める場

合もあるが、際限なく合弁会社に資金を提供することにならないよう注意すべきである。 

　（4）　株式の譲渡制限
　�　当事者による株式の譲渡を禁止するのが通例である。例外として、当事者の子会社ないし関

連会社への株式譲渡を認める例もあるが、譲渡先やその他の条件に注意が必要である。

　（5）　株主と合弁会社との契約
　��　株主は合弁会社からの配当というよりも合弁会社との付属契約によって一定の利益を上げる

ことを企図していることが多い。付属契約の例としては、ライセンス契約、プラント・機械設
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備の販売契約、原材料の供給契約、製品・部品の供給契約等がある。これらの付属契約につい
ては、合弁契約に添付するか、少なくとも合弁契約の締結時にその骨子を定めておくべきであ
る。

　（6）　解消時の処理
　��　合弁契約を解消する場合どうするかを定めておかないと争いになるおそれが高い。一方から

他方に株式を譲渡するのであれば、価格の決め方が問題になる。
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II.　�JOINT VENTURE AGREEMENT（合弁契約）の条項例（英語、日本語）・解説

JOINT VENTURE AGREEMENT

　This Agreement made as of this (日) 
day of ( 月 ), 20___ by and between 
ABC Co., Ltd., a company organized 
and existing under the laws of Japan 
and having its principal place of 
business at ( 住所 ), Japan (hereinafter 
called “ABC” ) and XYZ Co., Ltd., a 
company organized and existing under 
the laws of ( 国または州名 ) and having 
its principal place of business at (住所) 
(hereinafter called “XYZ” ),

WITNESSETH THAT

　WHEREAS,ABC is engaged in the 
business, among other things, of 
manufacturing and selling ( 製品名 )　
in ( 地域名 ), and
　WHEREAS,XYZ is engaged in the 
business, among other things, of 
importing and selling ( 製品名 ) in ( 地
域名 ), and
　WHEREAS,  ABC and  XYZ  a re 
desirous of organizing a corporation 
to manufacture and sell ( 製品名 ) and 
such other products as ABC and XYZ 
may agree upon from time to time in 
writing (hereinafter called 〝Products “) in 
(国名)(hereinafter called the 〝Territory”).
　NOW , THEREFORE , in consideration 

合弁契約

　日本国の法に基づき設立され、現存す
る法人であって、その主たる事務所を日
本国 （住所） に有する ABC 株式会社（以
下「ABC」という。）と、（国または州名）
の法に基づき設立され現存する法人であっ
て、その主たる事務所を （住所） に有する
XYZ カンパニーリミテッド（以下「XYZ」
という。）の間において 20___  年 ___  
月 ___  日付で締結された本契約は、以下
のことを証するものである。

記

　ABC は、（地域名）で（製品名）の製造
および販売の事業に特に従事している。 
XYZ は、（地域名）で（製品名）の輸入
および販売の事業に特に従事している。 
ABC および XYZ は、（国名）（以下「テリ
トリー」という。）において（製品名）並
びに ABC および XYZ が随時書面により合
意し得る他の製品（以下「本製品」という。）
を製造、販売するために、会社を設立する
ことを希望している。
　よって、本契約に含まれる約束および合
意を約因として、両当事者は、以下のとお
り合意する。

■　Recitals ／前文
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※ この契約例では、ABC という日本法人と XYZ という外国法人とが外国に株式会社形態の新
会社を設立することを前提としている。 

冒頭文 
　契約締結年月日、契約当事者 ABC と XYZ の名称および住所並びに設立の準拠法を記載する。
契約締結場所は、契約の成立、履行、解釈等の準拠法を判断する場合に意味を持つことがある。
設立の準拠法は、契約締結能力の有無等の判断の基礎であり、米国のように、その準拠法が州法
の場合もあるので注意しなければならない。

前文 
　契約締結にいたった経過、理由および当事者の意思等について記載するが、法的効力を持たな
いと言われている。契約書によっては、簡単な表現になっており、全く省略されることもあるが、
契約作成時点における当事者の意図を具体的かつ明確にしておくという意味で前文を記載した方
がよい。whereas という語から始まるので whereas clause と言われている。 
　この条項では、契約当事者である ABC と XYZ がどのような製品をどのような地域で製造販売
しているかを記載した。この記載自体はさして重要でないが、次の、新会社がどのような製品を
どの国で製造販売するかは大変重要な事項である。製品についてはできるだけ具体的に特定した
方がよい。これが具体的に特定されれば、新会社の事業範囲も明確になるし、また、反面、ABC
と XYZ の負うべき競業禁止義務の範囲も明確となる。新会社が営業活動する国（もちろん地域
でも差し支えない。）も同様に特定した方がよい。
　契約書作成のテクニックとしては、ここで新会社の取り扱う製品を「本製品」として、また、
その活動する国ないし地域を「テリトリー」として、それぞれ定義しておくと便利である。
　また、新会社設立後に株主がどのような取引を予定しているのか、すなわち、プラント、機械、
原材料、部品、製品等の販売・供給のことや技術援助の供与のことについて記載してもよい。

解説

o f  t h e  m u t u a l  c o ve n a n t s  a n d 
agreement herein contained ,the 
parties hereto agree as follows:

　WHEREAS, ABC is desirous of 
supplying materials for the Products 
to such corporation, and WHEREAS, 
XYZ is desirous of providing to such 
corporation technical assistance to 
manufacture the Products, and 

　ABC は、かかる会社に本製品の原料を
供給することを希望しており、 XYZ は、本
製品を製造するための技術援助を提供する
ことを希望しており、
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